
㈱一戸夢ファーム第 16 期農業研修生募集要項 

～新規就農などを目指す農業研修生を募集しています～ 

 

 ㈱一戸夢ファームでは、野菜や花きの園芸部門の新規就農者や後継者育成のため、第 16 期研修生を

募集します。 

 ㈱一戸夢ファームは、新規就農者や後継者などを受け入れ、農業研修を行い、就農に導くことを目的

とする会社です。町で栽培されている野菜や花きの園芸品目や新需要野菜等を学びながら、自分に適し

た品目や技術を身に付け、農業経営の自信を養う研修の場です。 

 ㈱一戸夢ファームで研修し、自分の夢を実現しませんか。 

 

１ 募集予定人員 

・ 研 修 生 ３名程度 

・ 研修期間 ２年制研修：令和９年４月１日～令和 11 年３月 31 日 または 

      １年制研修：令和９年４月１日～令和 10年３月 31日 

      このほか、短期研修も可能です。 

２ 申込資格 

 ・ 申込者の年齢は、令和９年４月１日時点において 48歳未満の方であること。 

  ※ 48 歳以上の方はご相談ください。 

 ・ 一戸町内に定住すること。 

・ 独立・自営就農、雇用就農または親元就農を目指すこと。 

・ 常勤の雇用契約を締結していないこと。 

・ 生活保護や求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。 

・ 就農予定時の年齢が原則 50 歳未満であり、農業経営者となることについての強い意志を有して

いること。 

 

３ 申込受付期間 

令和９年３月５日（金）まで 

 

４ 申込方法 

⑴ 「㈱一戸夢ファーム研修生試験申込書」（以下「申込書」という。）に必要事項を記入するほか、

作文試験として「就農に対する自分の考え方」を 400 字詰め原稿用紙２枚程度に必ず申請者本人が

記載し、一戸町役場農林課に提出してください（郵送可）。 

 ⑵ 申込書には、所定の箇所に写真を必ず貼ってください。 

 ⑶ 郵送の場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書きして送付してください。 

⑷ 受験案内と申込書及び作文原稿用紙は、一戸町役場農林課にあります。また、㈱一戸夢ファーム

ホームページからもダウンロードできます。なお、申込書をホームページからダウンロードする場

合、用紙サイズは必ずＡ３判としてください。 

 

 



５ 試験の日時及び会場 

 ⑴ 第１次試験  申込受付後、速やかに試験申込書の審査及び作文試験を実施します。 

⑵ 第２次試験  第１次試験実施約１週間後、合格者に対し面接試験の日時及び場所を通知します。 

 

６ 試験の方法及び内容 

 ⑴ 第１次試験 

試験種目 出題分野等 

作文試験 文章による就農への強い意欲などを審査するもの。 

 ⑵ 第２次試験（最終） 

試験種目 出題分野等 

面 接 人柄などを審査するため、個別での面接を行います。 

   ※ オンラインでの面接も可とします。 

 

７ 合格発表 

 ⑴ 第１次試験合格発表 

 試験実施約１週間後、文書にて合否を通知します。合格者には、第２次試験の日時及び場所を併

せて通知します。 

 ⑵ 第２次試験（最終）合格発表 

 試験実施約１週間後、文書にて合否を通知します。 

 ⑶ 研修生の再募集 

   合格者が募集予定人員に満たない場合は、研修生を再募集します。 

 

８ 研修生への支援 

 ㈱一戸夢ファームで研修する方は、国の就農準備資金（年額 165 万円）の給付を一定条件で受ける

ことができます。さらに、家族構成により㈱一戸夢ファームからの支援も一定条件で受けることがで

きます。支援内容は次のとおりとなります。 

  ⑴ 単身者    年額 最高 1,650,000 円（国 1,650 千円） 

※ 10 月と３月の年２回支給予定 

⑵ 夫婦     年額 最高 2,010,000 円（国 1,650 千円＋㈱一戸夢ファーム 360 千円） 

※ 10 月と３月の年２回支給予定 

  ⑶ 夫婦・子供  年額 最高 2,250,000 円（国 1,650 千円＋㈱一戸夢ファーム 600 千円） 

※ 10 月と３月の年２回支給予定 
ただし、次の場合は資金を返還していただきます。 

  ・ 適切な研修を行っていない場合。 

 ・ 研修終了後１年以内に原則 50 歳未満で就農をしなかった場合。 

 ・ 給付期間の 1.5 倍（最低２年間）の期間、独立・自営就農、雇用就農又は親元への就農を継続

しない場合。 

 ・ 親元就農者について、就農後５年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者に

ならなかった場合。 

 



９ 問い合わせ先 

 試験に関することや研修内容等に関することなどの詳しい内容については、以下にお問い合わせく

ださい。 

◎ 一戸町役場 農林課 農業振興係（試験に関すること） 

 〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢 24-9 

 電話 0195-33-4854 

 https://www.town.ichinohe.iwate.jp/ 

◎ ㈱一戸夢ファーム（研修内容等に関すること） 

 〒028-5134 岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子 75-45 

電話 0195-35-3775 

https://ichinohe-yume.com 

 


